
第２回 米沢市部活動の地域展開に関わる説明会

令和７年１０月１７日（金）

子ども達にとって望ましい
スポーツ・文化芸術環境の構築に向けて

米沢市教育委員会



１ 米沢市の現状

２ 今後の方向性

３ 地域クラブ「ヨネ愛」の構想

４ 令和８年度からの地域展開に向けて

本日お話しすること



１ 米沢市の現状

令和７年９月時(1,2年生) 令和６年９月時(1,2年生)

人数競技名
７７名野球
４４名サッカー
２０名ソフトボール
５９名男子バスケ

１２２名吹奏楽

人数競技名
７７名野球
６５名サッカー
２４名ソフトボール
７５名男子バスケ

１２８名吹奏楽

市内中学校６校

部員数の減少 合同部活動の増加 試合ができない種目
米沢市も…部活動の運営が困難となり

体験格差が生じている



１ 米沢市の現状

令和１８年度の
生徒数（推計）

令和８年度の
生徒数（推計）

１１７９人１８３４人

１０年で６５５人の減少
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２ 今後の方向性

令和８年９月※から
原則、部活動は平日のみとし、
休日は地域で活動できるよう、
体制整備を行っていく

※現中学２年生が３年生になったときの総合体育大会および
コンクールが終了した時点とする
※順次移行していく。

学校の枠を超えた活動
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月
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木
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２時間
週３～４日
で活動
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教員が
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月
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２時間
週３～４日
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教員が
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移行後

２ 今後の方向性

部活動で
はない
新たな活
動の場



部活動は平日のみ 休日は地域クラブ活動

休日は休みたい 休日も活動したい

平日と同じ活動 平日と違う活動
学校にない活動
をしたい 今後整備が必要

地域展開にともなうメリット

★適正な人数
での活動

★選択の幅の
広がり

★専門的な指導



☆これまでの部活動と同様に、子どもたちの自主
性・自発性に基づく体験・交流を通じた多様な学
びの場とし、主体性や協調性などの人格形成を
目的とした教育的意義を継承し、発展させるもの
であり、子どもたちの心身の健全育成を目的とす
るもの

３ 地域クラブ「ヨネ愛」の構想

米沢市スポーツ挑戦文化創造クラブ
略称：ヨネ愛（ラブ）



もっと活動したい
色々な種目をやりたい

さらに技能を向上させたい

現部活動に近い活動
をしたい

健康・趣味レベルの活動
がしたい

一般クラブ
民間クラブ等

米沢市スポーツ挑戦文化
創造クラブ

体験教室 等

【子どもたちの希望】 【想定される活動】

３ 地域クラブ「ヨネ愛」の構想



確認事項

☆全国優勝や将来プロを目指す生徒、初心者として参加す
る生徒が混在するクラブである。

☆ガイドラインに沿った活動を行うクラブである。
・適切な休養日の設定（休養日、活動時間）
・会費の適切な設定 ・保険への加入 ・学校等との連携
など

☆子どもが目標をもって活動することを大人が応援・支援
するクラブである。

（大人の意向で勝利至上、勝利優先を目指させるクラブで
はない）

３ 地域クラブ「ヨネ愛」の構想

⇒認 定 制 度



高

低

子どもの
技能のレベル
目的意識
活動頻度

一般クラブ
民間クラブ等

米沢市スポーツ挑戦
文化創造クラブ

体験教室 等

３ 地域クラブ「ヨネ愛」の構想



米沢市バスケット
ボール協会

・Arts Basketball
School

米沢市野球連盟

・イースタンユース
・なんせいクラブ
・北成軟式野球クラブ

米沢市
ソフトボール協会

・米沢ジュニア
ソフトボール

米沢市剣道連盟

・米沢市剣道連盟
中学生クラブ

米沢市体操協会

・米沢二中体操
クラブ

米沢市陸上協会

・Yonezawa
Athletics Club

米沢バドミントン
協会

・林泉寺バドミント
ンクラブ

米沢市サッカー協会

・米沢フットボール
アカデミー

米沢市バレーボール
連盟

・米南クラブ

米沢市フェンシング
協会

・マルシェ山形

米沢市ソフトテニス
連盟

現在調整中

米沢市卓球協会

現在調整中

置賜地区吹奏楽連盟

・東成吹奏楽クラブ
・南成吹奏楽クラブ
・北成吹奏楽クラブ

米沢市少林寺拳法
協会

・少林寺拳法クラブ

米沢市テニス連盟

米沢市硬式テニス
スポーツ少年団

米沢市

保
護
者
（
参
加
生
徒
）

ヨネ愛支援本部

自分で選択して活動する

中 学 生

コーディネーターの配置

クラブの設置
は連盟・協会が
主体となって
行う。



〇 部活動の地域移行に関わる検討委員会の設置

〇 各種目の連盟・協会への説明および協議

令和５年度

令和６年度 〇 実証事業【７種目で実施】

→米沢市は生徒の受け皿を各種目の連盟・協会
と協力して整備していく

４ 令和８年度からの地域展開に向けて

令和７年度 〇 実証事業【１３種目で実施】



運 営 主 体種 目
米沢市野球連盟軟 式 野 球
米沢市ソフトボール協会ソフトボール
米沢市剣道連盟剣 道
米沢市体操協会体 操
米沢バドミントン協会バドミントン
Yonezawa Athletics Club陸 上
米沢市サッカー協会サ ッ カ ー
米沢市バスケットボール協会バスケットボール

米沢市バレーボール連盟バレーボール

【スポーツ】

４ 令和８年度からの地域展開に向けて



運 営 主 体種 目
マルシェ山形フェンシング

米沢市硬式テニススポーツ少年団硬式テニス
米沢市少林寺拳法協会少林寺拳法

【スポーツ】

運 営 主 体種 目
置賜地区吹奏楽連盟吹 奏 楽

【文化芸術】

４ 令和８年度からの地域展開に向けて



主な検討内容

⑥：活動場所への移動について

⑦：令和８年９月まで受け皿ができなかった
種目について

①：継続的な指導者の確保

②：練習会場の確保について

③：活動に必要な道具の確保について

④：活動に必要な経費について

⑤：大会出場（中体連主催大会）について

４ 令和８年度からの地域展開に向けて



①：継続的な指導者の確保

⇒各団体、教育委員会、市内中学校長いずれかの
推薦を受け、教育委員会の承認を得たもの

⇒希望する教職員は兼職兼業届を提出し、地域ク
ラブ活動に従事する。

４ 令和８年度からの地域展開に向けて



②：練習会場の確保について

⇒令和８年度９月以降、休日の学校施設（現在学校部活動で
使用している時間帯）は優先的に使用。

⇒活動場所はできる限り固定する。

⇒学校施設での活動については、使用料の減免を申請
することができる。（所定の様式での提出が必要）

４ 令和８年度からの地域展開に向けて



③：活動に必要な道具の確保について

（例）
軟式野球…バット、ヘルメット等は学校のものを使用。

ボールなどの消耗品はクラブで購入。

⇒学校部活動の道具と共用

バドミントン…ネット、支柱などは学校部活動のものを使用。
シャトルのみクラブで購入。

４ 令和８年度からの地域展開に向けて



④：活動に必要な経費について

⇒指導者謝金は原則支払うものとする

⇒受益者負担による運営費の確保

・種目によって消耗品等が異なるため、運営費に差
が生じる。実態に応じて受益者負担額を設定する。

令和７年夏に国で受益者負担の水準を示す予定
令和６年度の実証事業では月額2,000～3,000円/1人
は必要であると算出された。

４ 令和８年度からの地域展開に向けて



⑤：大会出場について

⇒中体連主催大会については、生徒が「クラブで参
加」するか「学校で参加」するかを自己決定する

※学校で参加する際、人数が不足した場合は「合同
チーム」で参加することも想定されます。

⇒その他の大会については協議中。

４ 令和８年度からの地域展開に向けて



⑥：活動場所への移動について

⑦：令和８年９月まで受け皿ができなかった
種目について

⇒現地集合現地解散

⇒他市町も含めて広域的な活動になっていく
ことも想定される

４ 令和８年度からの地域展開に向けて



令和7年4月1日版 令和7年9月3日版

米沢市の
ホームページに
掲載

検索：
「米沢市 地域展開」

問合せ：
米沢市教育委員会
学校教育課
２２－５１１１
（内線７４０３）


